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お知らせ『りしり富士』 
 

利尻富士町感染防止対策継続支援金事業の申請について     

産業振興課商工観光係 
 

町では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、緊急事態措置解除後の町内活動

再開にあたっては「新しい生活様式」の実践に取り組む必要があることから、対象事業者

を拡大し、感染防止対策を継続する取り組みを支援いたします。 

 

【支給額等】 

     対象業種 ※法人・個人問わず 町の給付金額 

① 〇宿泊施設 30 万円 

② 

〇医療施設（歯科・薬局・鍼灸マッサージ等） 

〇生活必需物資販売施設（食品売場、コンビニ、ホームセンター、ガ

ソリンスタンド、衣料品店、文房具屋、酒屋等） 

〇食事提供施設（利尻富士町休業協力・感染リスク低減支援金対象施設）※ 

〇交通機関等（ハイヤー、レンタカー、物流サービス（宅配含む）等） 

〇工場等（製造業） 

〇その他（理髪店、美容院、葬儀・花屋、本屋、家電販売店、家具屋、

自動車販売店、クリーニング店、修理店（時計・靴・洋服等）等） 

20 万円 

③ 〇その他町長が認める業種（建設業・土木業・設備業） 10 万円 

  ※【北海道休業協力・感染リスク低減支援金】対象者は支給対象外となります。 

  ※【利尻富士町休業協力・感染しスク低減支援金（15 万円支給の飲食店）】対象者は、上

記給付金額になるよう追加支給します。なお、町の決定通知を以って申請を受け付け

たこととするため、改めての申請は不要です。 

 

【対象者】 

  ・本町の区域内で上記対象業種を営む法人又は個人事業者。 

  ・交付要件に示す感染症防止対策を実施し、国が公表する「業種ごとの感染防止拡大予防

ガイドライン」の取り組みを実践する事業者。 

  ※注意：本支援金は、事業者単位で支援することから、複数の業種・事業所を経営する事

業者の場合であっても、一事業者として定額の支援金を支給いたします。 

 

【申請から給付までの流れ】 

  １）申請に必要な申請書類一式を役場ロビーと鬼脇支所ロビーに置いていますので、そこ

から各事業者一部を受領願います。（非接触対応とします。） 

  ２）申請書類一式には、募集要項もございますので、内容を確認のうえ申請書類を作成し 

同封の返信用封筒にて投函願います。 

  ３）到着した申請書類を審査のうえ、「交付決定通知」又は「不交付決定通知」を送付し

ます。（審査の際、不備の書類や確認事項がありましたら電話にて確認させていただ

きます。） 

  ４）交付決定後は、交付決定通知後に指定の口座へお振り込み致します。 
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【交付要件】 

  今後の営業において、以下の感染防止対策を実施するとともに、「業種ごとの感染防止拡

大予防ガイドライン」の取り組みを実践する事業者 

 

≪感染防止対策≫ 

感染拡大防止対策の取組（以下の３項目それぞれ一つ以上を実施） 

□３密（密閉・密集・

密接）の防止 

 

□ソーシャルディスタンシングの徹底、座席配置の工夫 

□換気の徹底 

□一定の人数以上の入場制限 

□その他の取組（                  ） 

□感染防止対策の実施 □マスク着用 

□飛沫感染防止のための工夫（仕切り等） 

□発熱などの症状がある方の入場制限 

□その他（                     ） 

□安全のための設備を 

整備 

□手指消毒設備の設置 

□体温計の設置 

□その他（                     ） 

 

【申請受付期間】 

  令和２年７月３１日までを受付期間とします。 

 

【申請に必要な書類】 

  １）利尻富士町感染防止対策継続支援金交付申請書 

  ２）営業の実態が確認できるもの（法人の場合は直近の税務申告書の写し、個人事業主の

場合は確定申告書の写しなどの営業実態が分かる資料） 

  ３）感染拡大防止対策の取り組みが確認できる写真（上記取り組みが確認できる写真） 

  ４）誓約書  ※必ず自署願います。 

  ５）通帳（写）  ※口座（名義人、番号、種別、金融機関名、支店名）が分かる頁の写し 

      ※場合によっては追加の資料を求めることがあります。 

 

【注意事項】 

  ・新型コロナウイルス感染症の影響と関係なく、それ以前から休業していた事業者は、今

回の支援金の対象となりません。 

  ・この支援金の予算執行については、議会の議決が条件となります。 

 

【問い合わせ先】 

  役場産業振興課商工観光係 

  電  話：８２－１１１４（直通） 

 

 

 

 

 



6 か月～1 年開ける 6～28 日開ける 

日本脳炎の予防接種を受けましょう 

総合保健福祉センター 
 
日本脳炎とは？ 

日本脳炎ウイルスで起こる病気です。蚊によって媒介し感染します。感染すると高熱や

意識障害などの症状を示す急性脳炎になる場合があり、神経の後遺症が残ることが多く、

また死亡する場合もあります。 

 

● 対象年齢及び接種回数 生年月日により接種年齢が変わります。 

※ 接種スケジュールについては保健センターへご相談ください。 

※ 接種期間を過ぎた場合は定期予防接種の対象となりません。任意接種（接種料金は全

額自己負担）となります。 

 

平成 12 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日にお生まれの方 

20 歳未満（20 歳の誕生日の前日）までに、1 期（3 回）、2 期（1 回）が定期予防接

種として受けられます（無料）。 

 

平成 19 年 4 月 2 日～平成 21 年 10 月 1 日にお生まれの方 

9 歳～13 歳未満（13 歳の誕生日の前日）までに 1 期（3 回）、2 期（1 回）が定期予

防接種として受けられます（無料）。 

 

平成 21 年 10 月 2 日以降にお生まれの方 

【定期予防接種の対象年齢（無料）】 

1 期（3 回）：生後 6 か月以上 7 歳 6 か月未満（7 歳 6 か月になる前日） 

  ※標準的には 1 期（2 回）3 歳以上 4 歳未満、1 期追加（1 回）は 4 歳以上 5 歳未満 

2 期（1 回）：9 歳～13 歳未満（13 歳の誕生日の前日） 

※標準的には 9 歳以上 10 歳未満 

 

 

 

 

 

1 回目 2 回目  3 回目  4 回目  

（1 期初回 1 回目） （1 期初回２回目） （1 期追加） 2 期  

        

    

    

 

 

● 予約受付・申し込み 

保健センターすこやか保健係 電話番号 82-2320 

ご予約は接種希望日の 1 週間前にお願いいたします。 

 

 

 

 

☆標準的な接種スケジュール☆ 

 

※1 おおむね 5 年としていますが、 

   6 日以上開ければ接種できます。 

※1 おおむね 5 年を 

開けることが望ましい 



法律の改正により、令和２年５月２５日をもって通知カード 

が廃止されました。 

廃止に伴い、通知カードの新規発行及び再発行、券面事項の 

記載変更を終了いたしましたのでお知らせいたします。 

  職場等からマイナンバーを証明する書類の提出を求められた 

場合、マイナンバーカードまたはマイナンバー入りの住民票が 

必要となります。 

 

なお、現在お持ちの通知カードにつきましては、券面に記載されている氏名・住所等が 

住民票の最新の情報と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類と 

して使用することができます。 

出生等によりマイナンバーが新規で付番された方には「個人番号通知書」が送付される 

ようになりますが、ご自身でマイナンバーを確認していただくための通知書となるため、 

マイナンバーを証明する書類としてはお使いいただけませんのでご注意ください。 

 

ご不明な点がありましたら福祉課住民係 電話 82-1113 までお問い合わせ下さい。 
  

 

温泉プール湯泳館は「温泉プール可動床保守点検・清掃業務」の実施に伴い、以下の日 

程により臨時休業致します。 
 
【温泉プール湯泳館 臨時休業】 

◎令和２年６月２3 日（火）～ 6 月２8 日（日）6 日間 

 

※２2 日（月）、29 日（月）は通常休館日です。 

※通常営業は６月３０日（火）より予定しております。 

※主な補修工事内容・・・可動床点検、水槽内点検清掃等。 
 
日頃よりご利用の皆様方には大変ご不便をおかけ致しますが、今後の維持管理上必要な

工事ですので、何卒ご理解ご協力の程宜しくお願い致します。 
 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

巡回登記所の業務中止のお知らせ 

新型コロナウイルス感染症予防のため、令和２年度巡回登記所の６月開設分から、当分
の間、中止いたしますので、ご理解いただきますようお願いいたします。再開については、
決まり次第お知らせいたしますので、ご了承ください。 
各種証明書の請求・登記申請手続については、ホームページでもご案内していますので、

ご利用いただき、また登記手続等案内をご希望の場合、その他ご不明な点は下記までお問
い合わせください。 

 
旭川地方法務局ホームページ 
http://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/ 

登記事項証明書・印鑑証明書のオンライン又は郵送による請求の方法について 
http://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/page000001_00048.html 

 
連絡先 旭川地方法務局稚内支局 電話番号０１６２-３３-１１２２ 

                  （平日 8：30～17：15） 

マイナンバー通知カードの廃止について 

福祉課住民係 

温水プール遊泳館の臨時休業について 

産業振興課商工観光係 
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お知らせ『りしり富士』 
 

戦没者のご遺族に対する第１１回特別弔慰金の支給について     

福祉課住民係 
 

特別弔慰金は今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいた

し、国として改めて弔慰の意を表するため戦没者等のご遺族に支給するものです。 

 

【支給対象者】 

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和 2 年 4 月 1 日（基準日）において、「恩給法によ

る公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者

等の妻や父母等）がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。 

1. 令和 2 年 4 月 1 日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 

2. 戦没者等の子 

3. 戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹 

※戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件をみたしているかどうかに 

より、順番が入れ替わります。 

4. 上記 1 から 3 以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等） 

※戦没者の死亡当時まで引続き 1 年以上の生計関係を有していた方に限ります。 

◇ 特別弔慰金の受給対象となる遺族は戦没者等の死亡当時の遺族（生まれていたこと）で 

あることが支給要件となります。なお、子については死亡当時の胎児も含まれます。 

 

【支給内容】 

額面２5 万円（5 年償還の記名国債） 

 

【請求期限】 

令和５年３月３１日まで。 

請求期間を過ぎると時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりま

すので、請求漏れのないよう十分ご注意ください。 

 

【請求窓口および問い合わせ先】 

福祉課住民係 電話 82-1113 

※新型コロナウイルス感染症予防のため、郵送でのお手続きも受け付けています。 

 

【前回受給者の方への個別通知について】 

前回受給者の方への道からの個別通知については、新型コロナウイルス感染症予防の観点

から送付が延期されています。（7 月中旬ごろとなる予定です。） 

 道からの個別通知を待たずにお手続きをすることもできますので、請求手続きを希望され

る方は住民係までご連絡ください。 
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利尻富士町食生活改善協議会の新会員募集について 

総合保健福祉センター 

食生活改善協議会では今年度の新会員を募集中です！！ 

食生活改善推進員は食生活の改善により地域住民の健康づくりに貢献できるよういろい

ろな活動を実施しています。 

主な事業内容は、会員自ら指導者としての知識を高めるための事業や、高血圧、肥満、高

脂血症等の学習会の他、住民を対象とした「良い食生活の学習会」、「男の料理教室」、「ふれ

あい料理教室」等の事業開催、シニア健康フェスティバルの昼食づくり、チャリティーバザ

ー、高齢者配食サービス等への協力を行なっています。 

また、牛乳・乳製品を使ったメニューや地場産の食材を使った健康食や伝統の調理法につ

いても学習を継続し、事業を通して健康メニューの紹介や普及に努め、住民の皆様の健康管

理に生かしたいと考えています。 

是非、この機会にご自身やご家族の健康管理も兼ねて一人でも多くの方々のご入会をお待

ちしております。 
 

【参加申し込み】 

いずれかの連絡先にご連絡下さい。 
 
  連絡先  

◎ 総合保健福祉センター        電話 ８２－２３２０ 

◎ 食生活改善協議会会長 佐藤 キクエ 電話 ８２－１１８５ 

 

消防職員募集について 

利尻礼文消防事務組合消防署 利尻富士支署 

利尻礼文消防事務組合消防署 利尻富士支署では、消防職員を募集しておりますので、

ご希望の方は下記までお問い合わせください。 
 
１．募 集 人 員   １ 名 

２．勤 務 先    利尻礼文消防事務組合消防署 利尻富士支署(利尻富士町) 

３．採用年月日   令和 2 年８月 1 日 

４．給 与   職員給与に関する条例及び同規則に基づく給料及び各手当 

５．試 験   書類審査及び面接試験・適性試験 

６．資 格  

（１）資格要件  高校を卒業した者又は救急救命士の資格を有する者、 

普通自動車以上の運転免許取得者 

（２）年 齢  ３０歳以下の者(平成２年１２月３１日までに生まれたもの) 
 

７．必要な書類 

（１）申 込 書  １通（別紙様式）※町ホームページに掲載又は消防に置いてあります 

（２）履 歴 書  １通 

（３）各 種 証 明 高校卒業証明書・救急救命士資格証明書の写し 

         普通自動車以上の運転免許証の写し１通(裏と表) 

（４）健康診断書 １通(１年以内のもの) 

 

８．募集期間    令和２年６月 1 日から採用者が決定次第締め切り 

 

【応募・問合せ先】 

〒097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野 9-9 

 利尻礼文消防事務組合消防署 利尻富士支署（電話 0163-82-1119） 


